
体制整備等自己評価チェックリスト

（注１）「科研費機関番号」欄には科学研究費助成事業（科研費）の機関番号（５桁）を記入してください。機関番号がない場合は空欄としてください。
（注２）「e-Rad所属機関番号」欄にはe-Radで取得した所属機関番号（10桁）を記入してください。

（注３）①～⑥までの設問については、提出時点の状況で該当するものにチェックしてください（ただし、⑤、⑥は平成25年度に配分された件数、金額）。

（注４）本チェックリストの作成に当たっては、「体制整備等自己評価チェックリスト　操作マニュアル」を必ず参照してください。
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評価結果表

自動メッセージ表示欄（表示されない機関もあります）

文部科学省及び文部科学省が所管す
る独立行政法人から配分された競争的
資金等の金額

2

事務職員数
１０人以上～５０人未満

０円

５０件以上～１００件未満

１００万円以上１０００万円未満

１０人未満

「3」を記入した「太線枠のチェック項目」の数

１００人以上～５００人未満
５００人以上

文部科学省及び文部科学省が所管す
る独立行政法人から配分された競争的
資金等の件数

その他

⑥

５００件以上

④

５００人以上

１０００万円以上１億円未満
１億円以上５億円未満

所在地 143 8540

⑤

１００件以上～５００件未満

①

１０件以上～５０件未満
１件以上～１０件未満

③

０件

担当者連絡先
03-5763-6582

公立大学

科研費機関番号(5ｹﾀ) 32661

氏名

東京都大田区大森西５－２１－１６
東邦大学

e-Rad所属機関番号(10ｹﾀ)

研究機関の名称

課・係等名

FAX

2132661000

03-5763-6580

研究者数
（e-Radの研究者番号を有している者）

５億円以上

高等専門学校

E-mail

５０人以上～１００人未満

５０人以上～１００人未満

一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人

最高管理責任者の
職名・氏名

電話番号

学事統括部　研究支援課

提出日 2014/10/7

daijimu@jim.toho-u.ac.jp
真行寺泰輔

学長・山﨑純一

私立大学
短期大学

民間企業

国立大学

独立行政法人

大学共同利用機関

５００人以上

１０人以上～５０人未満

１０人以上～５０人未満
１０人未満

５０人以上～１００人未満
１００人以上～５００人未満

② 全役職員数

１０人未満

国・都道府県等公立の研究所
研究機関種別

１００人以上～５００人未満

行ってください。

太線枠のチェック項目は、全ての機関が、平成２６年度中に順次実施する必要があるものです。

貴機関は、2 件のチェック項目が、「実施済」又は「平成２６年度中に実施予定」とされていません。

 2 件のチェック項目についても、平成２６年度中に着実に実施できるよう、ガイドラインに基づく体制整備等を

0「4」を記入した「太線枠のチェック項目」の数

１円以上１００万円未満

貴機関が、次の「チェック項目」シートにおいて、「太線枠のチェック項目」に「1」～「4」の数字を記入した数はそれぞ
れ、以下のとおりです（次の「チェック項目」シートのチェック状況から自動計算されて表示されます）。

43
28

「1」を記入した「太線枠のチェック項目」の数
「2」を記入した「太線枠のチェック項目」の数
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【チェック項目について】

【チェック項目の種類について】

…

…

…

【チェック項目（チェックボックス）に記入する数字について】

数
字

1

2

3

4

※

【重点把握項目について】

「項目番号」欄の番号のチェック項目に関し、特に重点的に機関の状況を記述していただきたい内容

コンプライアンス教育に関し、例えば、少人数によるグループディスカッション方式を採用するなど実施体
制・実施方法に関して工夫している取組や構成員の意識を効果的に向上させるためにコンプライアンス
教育に盛り込んでいる内容等。

構成員と業者の癒着を防止する対策に関し、例えば、研究者と業者の関係が過度に緊密にならないよ
う、オープンなスペースでの打合せを推奨するなど、構成員と業者の関わり方に関する改善策等。

物品・役務の発注（調達）に関し、例えば、予算の執行状況の把握・分析結果により、予算の適正執行を
促すほか、調達データの分析を通じて特定の業者との関係などに注力することでリスクに応じた対応が
図られているのかを検証する取組等。

物品・役務に係るリスクアプローチ監査に関し、例えば、内部監査の監査対象を抽出するに当たり、予算
の執行状況の把握・分析結果を活用するなど、監査の効果を高めるための取組や部局等（大学において
は学部等）別の抽出方針等。

210

太線枠のチェック項目は、全ての機関が実施する必要がある事項に係るチェック項目です。

二重線枠のチェック項目は、ガイドラインにおいて実施することが望ましいとされている事項に係るチェック
項目です。

一重線枠のチェック項目は、ガイドラインにおいて例示として挙げられている事項や実態把握のために補
足的に確認している事項等に係るチェック項目です。

各チェック項目に係る機関の状況について、以下のいずれの場合に該当するか判断した上で、それぞれの場
合に対応する数字（「1」～「4」）を各チェック項目のチェックボックスに記入してください。

チェック項目について、「実施済」又は「該当する」の場合

チェック項目について、「未実施」かつ「平成２６年度中に実施予定」の場合

410

チェック項目について、「未実施」かつ「実施を検討中」の場合

415

607
611
612
613

チェック項目のチェック（記入・記述）に当たっての留意事項

チェック項目は、ガイドライン第１節から第６節までの「機関に実施を要請する事項」及び「実施上の留意事項」の
うちから、機関におけるガイドラインに基づく体制整備等の実態把握のための主要な事項を抽出したものです。

チェック項目を確認し、機関の状況に該当する場合に対応する数字（「1」～「4」）をチェックボックスに記入するとと
もに、記述欄のあるチェック項目については、「1」を記入した機関は、各記述欄の指示に従って機関の状況を併せ
て記述してください。

なお、チェック項目として挙げられている主要な事項以外の事項についても、平成２６年度中に順次実施する必
要があります。

チェック項目について、「該当しない」の場合　※

例えば、205のチェック項目については、大学等教育機関でなく学生がいない機関の場合は、該当しないチェッ
ク項目であるため、「4」を記入します。

本チェックリストにおいては、以下のチェック項目に係る機関の状況を、特に重点的に把握すべき情報と位置付け
ています。これらについては、特に重点的に機関の状況を記述してください。

項目
番号
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【最高管理責任者について】

1 101

1 102

【統括管理責任者について】

1 103

1 104

【コンプライアンス推進責任者について】

2 105

2 106

2 107

2 108

【コンプライアンス推進副責任者について】

2 109

コンプライアンス推進責任者（機関内の各部局等における競争的資金等の運営・管理について実質的な
責任と権限を持つ者）の役割、責任の所在・範囲と権限を定めた内部規程等を整備し、コンプライアンス
推進責任者に当たる者の職名を機関内外に周知・公表している。

コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施し、実施状況
を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告している。

コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監督又は指導する部局等内の競争的資金等の運営・管理に
関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督している。

第１節　機関内の責任体系の明確化

コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監督又は指導する部局等において、構成員が、適切に競争
的資金等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導している。
〔改善を指導する必要がある事例がない場合は、事例が生じた場合に改善を指導する体制が整備できて
いるか否かで判断し、整備できている場合は「実施済」としてください。〕

コンプライアンス推進副責任者の役割、責任の所在・範囲と権限を定めた内部規程等を整備し、コンプラ
イアンス推進副責任者に当たる者の職名を機関内外に周知・公表している。

最高管理責任者（機関全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う者）の役割、責
任の所在・範囲と権限を定めた内部規程等を整備し、最高管理責任者に当たる者の職名を機関内外に周
知・公表している。

最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定している。

統括管理責任者（最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について機関全体を統括する実
質的な責任と権限を持つ者）の役割、責任の所在・範囲と権限を定めた内部規程等を整備し、統括管理
責任者に当たる者の職名を機関内外に周知・公表している。

統括管理責任者は、基本方針に基づき、不正防止計画をはじめとする機関全体の具体的な対策を策定・
実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告している。
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（１）ルールの明確化・統一化

1 201

1 202

1 203

【ルールの周知について】

1 204

競争的資金等の新規採択者等向けには、4月下旬から5月上旬の間に、基本的な使用ルールやスケ
ジュール、ガイドラインの説明等をテーマとし、競争的資金等の採択者とその運営・管理に係る
全ての構成員向けには、9月下旬から10月下旬の間に、補助金の具体的な使用ルールや本学の不
正防止取組策、公的研究費の管理・監査のガイドラインの解説等をテーマとして、それぞれ学長
通達を出状し大森地区、習志野地区、佐倉地区の３地区で理解度を高めるための説明会を開催し
ている。
説明会に参加できなかった全ての構成員向けには、説明会の内容をビデオ講習としてe-learning
化し、本学の教職員ID/PASSにていつでも聴講でき、聴講者の管理が可能なシステムとなってい
る。
また、使用ルールや各種規程等を掲載した「公的研究費管理マニュアル」を、競争的資金等に応
募した全ての研究者に配布し競争的資金等を獲得する前から啓蒙活動を行うとともに、本学HP上
に掲載している。使用ルールの説明文だけではわかりづらい部分に関しては図面を作成し、流れ
を視覚的に追うことができるよう工夫している。

競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員にとって分かりやすいように、ルールを明確に定めて
いる。

ルールと運用の実態が乖離していないか、適切なチェック体制が保持できるか等の観点から点検し、必要
に応じて見直しを行っている。
〔見直しを行う必要がある事例がない場合は、事例が生じた場合に見直しを行う体制が整備できているか否かで判断し、整備でき
ている場合は「実施済」としてください。〕

機関として、ルールの統一を図っている。

第２節　適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

分かりやすく周知するために、どのような工夫をしているか、記述してください。

ルールの全体像を体系化し、競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に分かりやすい形で周
知している。
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1 205

公的研究費管理マニュアル（P79－80）に記載のとおり、競争的資金等を支出財源とする学生の
お手伝いや雇用者には、初出勤時に学事統括部研究支援課（大森地区）等の窓口に必ず立ち寄る
こととし、出退勤管理方法・給与財源が国民の税金であること・研究者等の不正要求には絶対に
加担しないこと等が記載された「研究協力者さまへ」という用紙を渡し、補助金の透明な管理の
必要性や使用ルールの遵守についての説明を行い、周知徹底を図っている。

（２）職務権限の明確化

1 206

2 207

1 208

1 209

（３）関係者の意識向上

【コンプライアンス教育の実施について】

2 210
競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員を対象に、コンプライアンス教育を実施している。
【重点把握項目】（「チェック項目のチェック（記入・記述）に当たっての留意事項」の【重点把握項目について】を参照）

コンプライアンス教育の実施に関し、以下の（ア）から（オ）までの点について記述してください。

ルールについて、競争的資金等の運営・管理に関わる学生（リサーチアシスタント等の機関と雇用関係を
有する学生を除く）にも広く周知している。

競争的資金等の運営・管理に関わる学生に対し、どのようにルールを周知しているか、記述してください。

競争的資金等の事務処理に関する構成員の権限と責任について、機関内で合意を形成し、明確に定め
て理解を共有している。

業務の分担の実態と職務分掌規程の間に乖離が生じないよう適切な職務分掌を定めている。

各段階の関係者の職務権限を明確化している。

職務権限に応じた明確な決裁手続を定めている。
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（ア） コンプライアンス教育の対象者

（イ） コンプライアンス教育の実施体制・実施方法

（ウ） コンプライアンス教育の時期、回数

（エ） コンプライアンス教育の内容
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【コンプライアンス教育の受講管理及び理解度把握について】

2 211

コンプライアンス教育の受講者の理解度に関し、以下の（ア）から（ウ）までの点について記述してくださ
い。

（オ） コンプライアンス教育の未受講者に対する方策

（ア） 理解度の把握方法

（イ） 理解度が高くない受講者に対する方策

コンプライアンス教育の受講者の受講状況及び理解度について把握している。
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【競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に提出を求める誓約書等について】

2 212 競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、誓約書等の提出を求めている。

競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に提出を求める誓約書等に関し、以下の（ア）、（イ）の
点について記述してください。

（ア） 提出を求める対象者

（イ） 提出を求める時期、回数

（ウ） 理解度の把握結果の活用方法
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2 213

1 214

文部科学省科研費の研究代表者、研究分担者から徴収している誓約書に限っては、設問213
（ア）、（イ）の事項を盛り込んでいる他に、「科研費使用説明会に参加、またはweb上で聴講
する」という事項を盛り込んでいる。
なお、平成26年度中に提出を求めることが決定している「競争的資金等の運営・管理に関わる全
ての構成員に提出を求める誓約書」にも、同文を盛り込む予定である。

【行動規範の策定について】

2 215

（４）告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化

【告発窓口等について】

1 216

2 217

1 218

4 219

競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に提出を求める誓約書等に、以下の（ア）から（ウ）ま
での各事項を盛り込んでいる。

競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に提出を求める誓約書等に、213のチェック項目の
（ア）から（ウ）までの各事項以外の事項を盛り込んでいる。

213のチェック項目の（ア）から（ウ）までの各事項以外の事項として、どのような事項を盛り込んでいるか、
記述してください。

競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に対する行動規範を策定している。

（ア） 機関の規則等を遵守すること

（イ） 不正を行わないこと

（ウ） 規則等に違反して、不正を行った場合は、機関や配分機関の処分及び法的な責任を負担すること

機関内外からの告発等（機関内外からの不正の疑いの指摘、本人からの申出など）を受け付ける窓口を
設置している。

不正の告発等の制度について、機関の構成員に対して、コンプライアンス教育等で具体的な利用方法を
周知徹底している。

業者等の外部者に対して、相談窓口及び告発等の窓口の仕組み（連絡先、方法、告発者の保護を含む
手続等）について、ホームページ等で積極的に公表し、周知を図っている。

告発者保護の観点から、第三者機関等に窓口を設置している。

チェック項目(第１節・第２節)　　　　　8/10



【不正に係る調査の体制・手続等の規程等について】

1 220

【不正に係る調査の体制・手続等の規程等に定めている事項について】

（ア）告発等の取扱い

1 221

（イ）調査委員会の設置及び調査

2 222

2 223

2 224

（ウ）調査中における一時的執行停止

2 225

（エ）認定

2 226
「調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等
について認定する」ことを規程等に定めている。

不正に係る調査の体制・手続等を明確に示した規程等を定めている。

「告発等（報道や会計検査院等の外部機関からの指摘を含む）を受け付けた場合は、告発等の受付から
３０日以内に、告発等の内容の合理性を確認し調査の要否を判断するとともに、当該調査の要否を配分
機関に報告する」ことを規程等に定めている。

「調査が必要と判断された場合は、調査委員会を設置し、調査（不正の有無及び不正の内容、関与した者
及びその関与の程度、不正使用の相当額等についての調査）を実施する」ことを規程等に定めている。

「不正に係る調査体制については、公正かつ透明性の確保の観点から、当該機関に属さない第三者（弁
護士、公認会計士等)を含む調査委員会を設置する」ことを規程等に定めている。

「第三者の調査委員は、機関及び告発者、被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない」
ことを規程等に定めている。

「被告発者が所属する研究機関は、必要に応じて、被告発者等の調査対象となっている者に対し、調査対
象制度の研究費の使用停止を命ずる」ことを規程等に定めている。

チェック項目(第１節・第２節)　　　　　9/10



（オ）配分機関への報告及び調査への協力等

2 227

2 228

2 229

1 230

2 231

【懲戒処分について】

1 232

「機関は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について配分機関に報告、協議しなけれ
ばならない」ことを規程等に定めている。

「告発等の受付から２１０日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的資
金等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出する。期限ま
でに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関に提出する」ことを規程等に定めてい
る。

「調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機関に報告
する」ことを規程等に定めている。

「配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配
分機関に提出する」ことを規程等に定めている。

「調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査
に応じる」ことを規程等に定めている。

懲戒の種類及びその適用に必要な手続等を明確に示した規程等を定めている。
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（１）不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定

1 301

1 302

2 303

（２）不正防止計画の実施

1 304

1 305

不正防止計画をはじめとする機関全体の具体的な対策・実施案は、防止計画推進部署である学事
統括部研究支援課が作成し、最高管理責任者である学長の確認のもと実施している。
各地区における実施状況は、学事統括部研究支援課と、各地区の競争的資金等の運営・管理担当
部署（発注・納品検収・会計部門等）の間で、問題点（不正防止計画と運用上の乖離や、新たな
不正発生要因の有無、競争的資金等の使用ルールの問題点等）について意見交換等することで、
確認している。
また、学事統括部研究支援課は、「研究支援デスク（研究費に関する事務処理相談窓口）」を兼
ねており、研究者からの相談（使用ルールとの乖離、補助金使用の可否等）を参考に、不正防止
計画等の実施状況について確認を行っている。
その他、告発等があった場合、その不正発生要因に対する不正防止計画を制定し、実施すること
としている。

第３節　不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

不正を発生させる要因がどこにどのような形であるのか、機関全体の状況を体系的に整理し評価してい
る。

不正を発生させる要因に対応する具体的な不正防止計画を策定している。

不正防止計画は、優先的に取り組むべき事項を中心に、明確なものとするとともに、モニタリングの結果
やリスクが顕在化したケースの状況等を活用し、定期的に見直しを行っている。

不正を発生させる要因について、どのように把握しているか、記述してください。

防止計画推進部署を設置している（既存の部署を充てている、又は既存の部署の職員が兼務している場
合も可）。

防止計画推進部署は、不正防止計画をはじめとする機関全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況
を確認している。

不正防止計画をはじめとする機関全体の具体的な対策の実施状況について、どのように確認している
か、記述してください。
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1 501

1 502

【内部監査部門について】

1 601

1 602

【監査手順を示したマニュアルについて】

1 603

【不正発生要因の分析、監査計画の立案について】

1 604

1 605

内部監査部門を最高管理責任者の直轄的な組織として位置付け、必要な権限を付与するための内部規
程等を整備している。

監査手順を示したマニュアルを作成し、随時更新しながら関係者間で活用することにより、監査の質を一
定に保っている。

内部監査部門は、ガイドライン第３節（１）「実施上の留意事項」①に示すリスクを踏まえ、機関の実態に即
して不正発生要因を分析している。

内部監査部門は、把握された不正発生要因に応じて、監査計画を立案し、随時見直し、効率化・適正化を
図っている。

第５節　情報発信・共有化の推進

第６節　モニタリングの在り方

競争的資金等の使用に関するルール等について、機関内外からの相談を受け付ける窓口を設置してい
る。

競争的資金等の不正への取組に関する機関の方針等を外部に公表している。

内部監査部門を設置している。

チェック項目(第５節・第６節)　　　　　1/8



【内部監査の実施について】

1 606

文部科学省発行の科研費ハンドブックでは、一般監査の実施課題数は概ね交付を受けている研究
課題の10％となっており、本学公的研究費管理マニュアルにも補助事業全体の概ね10％以上が望
ましいとなっているが、本学監査室においては採択件数及び交付金額を鑑み50％が適当と考え抽
出をしている。
抽出方法としては、ルールに不慣れと思われる新規交付者、管理が難しいと思われる謝金支払
者、機器備品及び図書(税込単価１万円以上)購入研究者等の課題を優先的に抽出し、事前に書類
精査を行った上で、ヒアリング及び購入物品の確認等を行っている。

一般監査として、毎年度、内部監査実施スケジュールを作成し、本スケジュールに基づき、1年
間をかけ、全所属の前年度分を対象に一巡する形でチェックを行っている。
それに加え、毎年度6月頃から8月頃にかけて1回、文部科学省や厚生労働省等の研究費を対象と
した特別監査を実施している。

【リスクアプローチ監査について】

1 607

内部監査部門は、毎年度定期的に、ルールに照らして会計書類の形式的要件等が具備されているかな
どのチェックを一定数実施している。

ルールに照らして会計書類の形式的要件等が具備されているかなどのチェックに関し、以下の（ア）、（イ）
の点について記述してください。

（ア） 一定数の抽出方法及びその抽出方法を採用した理由

（イ） ルールに照らして会計書類の形式的要件等が具備されているかなどをチェックする時期、回数

内部監査部門は、不正が発生するリスクに対して、重点的にサンプルを抽出し、抜き打ちなどを含めたリ
スクアプローチ監査を実施している。
【重点把握項目】（「チェック項目のチェック（記入・記述）に当たっての留意事項」の【重点把握項目について】を参照）
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【リスクアプローチ監査の具体的な方法について】

4 608

（ア） 監査対象（研究者の一部及び当該研究者の旅費の一定期間分）の抽出方法並びに
       その抽出方法を採用した理由

（イ） 監査の時期、回数

（ウ） 先方への確認事項

研究者の一部を対象に、当該研究者の旅費を一定期間分抽出して先方に確認、出勤簿に照らし合わせ
ている。

608の監査方法に関し、以下の（ア）から（ウ）までの点について記述してください。
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1 609

抽出方法としては、ルールに不慣れと思われる前年度本学の新規交付者、管理が難しいと思われ
る謝金支払者、機器備品及び図書(税込単価１万円以上)購入研究者等の課題を優先的に抽出し、
事前に書類精査を行った上で、ヒアリング及び購入物品の確認等を行っている。

毎年度、内部監査実施スケジュールに基づき、6月頃から8月頃にかけて1回、前年度分の文部科
学省や厚生労働省等の研究費を対象とした特別監査を実施している。

研究者が学事統括部に提出する会計書類（旅費請求並支出計算書、出張願、学会開催プログラ
ム、出張記録等）を基に、事前に書類精査を行った上で、抽出した研究者の一部に対してヒアリ
ングを行っている。
ヒアリング内容は以下のとおりである。
　1．学会の規模
　2．学会の内容
　3．発表の有無
　4．情報交換の有無

609の監査方法に関し、以下の（ア）から（ウ）までの点について記述してください。

研究者の一部を対象に、当該研究者の旅費を一定期間分抽出して出張の目的や概要についてヒアリン
グを行っている。

（ア） 監査対象（研究者の一部及び当該研究者の旅費の一定期間分）の抽出方法並びに
       その抽出方法を採用した理由

（イ） 監査の時期、回数

（ウ） 研究者への確認事項

チェック項目(第５節・第６節)　　　　　4/8



1 610

平成26年度から雇用契約中の研究補助員のうち、監査スケジュール並びに研究者、研究補助員の
勤務日程等を考慮し、21名を無作為に抽出しヒアリングを実施している。

毎年度、6月頃から8月頃にかけて1回、前年度分の文部科学省や厚生労働省等の研究費を対象と
した特別監査を実施しており、その一環としてヒアリングを実施している。

本人及び研究者に対し勤務実態を確認し、出勤簿との照合を行った。

非常勤雇用者の一部を対象に勤務実態についてヒアリングを行っている。

610の監査方法に関し、以下の（ア）から（ウ）までの点について記述してください。

（ア） 監査対象（非常勤雇用者の一部）の抽出方法並びにその抽出方法を採用した理由

（イ） 監査の時期、回数

（ウ） 非常勤雇用者への確認事項

チェック項目(第５節・第６節)　　　　　5/8



1 611

前年度分の研究費を対象とした特別監査のうち、税込単価20万円以上の機器備品及び税込単価1
万円以上の図書については全件現品確認を行っている。
金額の制限を設けることにより、全件の確認が可能であり、それらを対象に実施している。

毎年度1回、内部監査実施スケジュールに基づき、6月頃から8月頃にかけて、前年度分の文部科
学省や厚生労働省等の研究費を対象とした特別監査を実施しており、その一環として例年実施し
ている。

（イ） 監査の時期、回数

（ア） 監査対象（納品後の物品等）の抽出方法並びにその抽出方法を採用した理由

納品後の物品等の現物確認を行っている。
【重点把握項目】（「チェック項目のチェック（記入・記述）に当たっての留意事項」の【重点把握項目について】を参照）

611の監査方法に関し、以下の（ア）、（イ）の点について記述してください。
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1 612

前年度分の研究費を対象とした特別監査のうち、年間取引額が高額な取引業者を対象とし、過去
に実情調査をしていない取引先を調査対象とした。

毎年度1回、内部監査実施スケジュールに基づき、6月頃から8月頃にかけて、前年度分の文部科
学省や厚生労働省等の研究費を対象とした特別監査を実施しており、その一環として例年実施し
ている。

1 613

その他に、前年度分の研究費を対象にしたリスクアプローチ監査として、下記4点を実施してい
る。
①収支簿及び支出依頼伝票と見積書・納品書・請求書等の会計証憑との精査並びに支払状況の確
認を行っている。
②物品については納品場所は事務部門とし、事務検収担当者が現物確認のうえ納品書に検収印を
押印した後研究者へ引渡し、研究者も同様に押印を行うことになっていることから、適正な処理
がされているか書類上で確認を行い、事務検収担当者へのヒアリングも実施している。
③文部科学省から本学学長口座への入金、学長口座から研究者への配分及び学事統括部が管理を
している預金通帳の入出金等について、適正に処理がされているか確認をしている。
④「東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程」第22
条に基づき、不正防止体制整備状況監査として、「東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会」
等の実施状況、内容等を開催通知や議事録等により確認をしている。

その他（608から612までの方法以外の方法として、どのような方法による監査を実施しているか、監査対
象の抽出方法並びにその抽出方法を採用した理由を含め、記述してください）
【重点把握項目】（「チェック項目のチェック（記入・記述）に当たっての留意事項」の【重点把握項目について】を参照）

業者の帳簿との突合を行っている。
【重点把握項目】（「チェック項目のチェック（記入・記述）に当たっての留意事項」の【重点把握項目について】を参照）

612の監査方法に関し、以下の（ア）、（イ）の点について記述してください。

（ア） 監査対象（納品後の物品等）の抽出方法並びにその抽出方法を採用した理由

（イ） 監査の時期、回数

チェック項目(第５節・第６節)　　　　　7/8



【監事及び会計監査人との連携について】

1 614

内部監査部門は、年2回、監事宛に監査報告書を提出、監査報告会を開催し、情報交換、意見交
換を行っている。
また、監事、監査法人との監査計画の概要説明会及び報告会を合わせて年2回開催し、意見交換
等を行っている。

【コンプライアンス教育における取扱いについて】

1 615

内部監査部門と監事及び会計監査人との連携を強化している。

内部監査部門と監事及び会計監査人との連携について、どのように連携しているか、記述してください。

監査報告の取りまとめ結果について、コンプライアンス教育の一環として、機関内で周知を図り、類似事
例の再発防止を徹底している。

チェック項目(第５節・第６節)　　　　　8/8



不正防止のための実効性ある取組事例

　機関として実施している取組のうち、特に不正防止に実効性があると考える取組に関し、①取組の目的、②取組の内
容、③取組に実効性があると考える理由、④その他の４点について記述してください。他機関の参考となるよう、可能な
限り詳細に記述してください。

①取組の目的（具体的にどのような不正を防止するための取組か）

１）年度末における購入物品等の財源振り分けの防止
２）現場実態に合ったルール見直しによる不正発生の防止

②取組の内容（取組の実施体制・実施方法等）

１）年度末に購入物品等の財源振り分けを防止するために、次の①、②のルールを徹底させ、発注段階で財
源を特定、把握できるように取り組んでいる。
①研究者発注（１個あるいは１組の金額が税込２０万円未満）の場合、「発注報告書」を検収担当部署へ提
出すること
「発注報告書」には品名や数量等を記入する以外に、購入財源や一時納品予定場所（検収場所）、納品に関
する注意事項・要望等を記入する欄を設けることで、発注段階での財源を特定するとともに、検収担当部署
は検収時に「納品物、納品書、発注報告書」の３点確認を実施するよう徹底しており、発注報告書の提出が
なければ督促、注意喚起するよう取り組んでいる。

②見積・納品・請求書等の宛名に財源名を記入
購入伝票や領収書等の宛名には、財源名を入れるようルール化している。特に、物品の購入だけでなく航空
券、新幹線等の領収書にも本ルールを可能な限り適用するよう要請しており、研究計画に沿った支出ができ
るよう取り組んでいる。

２）不正が発生する原因の一つとして、機関が定めたルールと現場の実態との乖離によるものが考えられ
る。これを防ぐために学長主導のもと、研究者、検収担当部署や会計担当部署等の事務方、防止計画推進部
署（機関ルール立案・作成・執行等部署）の間にて、ルール改正や不正防止計画等についての問題点の検討
を行う「検討部会」を不定期に開催し、東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会へ意見を上申していく体
制を整えている。
例えば、研究者の「クレジットカードを利用した立替購入の場合の利用明細書の提出省略」という要望に対
して検討部会で議論、並びに税理士法人等にも相談し、「年度初めや年度末といった時期等は除き、利用明
細書の提出は省略可能とする」ことをルールとする等、研究費を円滑に使用することができる体制整備を実
施している。

③取組に実効性があると考える理由

１）発注段階から支出財源を特定していれば、事務による支出管理が明瞭となるため、残高間違いや伝票の
支出漏れ等による不適切な支出を防止できると考えられ、取り組んでいる。

２）本学では２つのキャンパス、３つの病院が立地的に離れていることもあり、所属ごとの現場実態とルー
ルが合っていないケースが見受けられた。そのため、現場の研究者・事務担当者と防止計画推進部署の意識
を統一する場を設けることで、問題点等を共有し、より円滑で実効性のある運用・取組が実施できると考え
た。

④その他（取組を実施するに当たり、障壁となったことやその障壁の解消方法等）
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１）発注報告書の作成・提出にあたって、研究者からは「書類作成の手間が増える」と反対意見があった。
そのため、①「宛名に財源名の記入された見積書の写し」を、発注報告書の代替として提出を可としたこ
と、②「宛名に財源名の記入された見積書の写し」を作成するよう、防止計画推進部署が業者に周知徹底す
ること、③発注報告書を作成し、そのまま業者へも提出することで発注が可能であること、を説明し取り組
みを開始した。
導入当初は発注報告書の提出漏れも多かったが、現在では内部監査による発注報告書提出漏れの指摘も極め
て少なくなったことから、発注報告書の作成・提出は定着してきたものと考えられる。

２）研究者、検収担当・会計担当部署等、防止計画推進部署での話し合いでは、研究者から取組・実施が難
しい要望等が含まれることもあり、それらに対し必要性の理解や折衷案の提示に多くの時間・労力はかかる
が、本部会の場を活用し、学長の強いリーダーシップのもとルールや不正防止計画等を取り纏めることで、
研究者等の意見も反映された体制整備が構築されつつあるものと考えられる。
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 （行を追加する場合、又は追加した行を削除する場合は、左のボタンを押してください。）

項目
番号

根拠となる資料・データ等の名称 機関ホームページのURL

101 公的研究費管理マニュアル（第1章　共通（1.機関内の責任体系の明確化（1））【P5】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

101 公的研究費不正防止についてHP（1.機関内の責任体系の明確化（1）） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

102 公的研究費管理マニュアル（はじめに【P1】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/index.html

102 公的研究費不正防止についてHP（はじめに） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

102 公的研究費管理マニュアルHP（お取引業者様へ） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/trader/index.html

103 公的研究費管理マニュアル（第1章　共通（1.機関内の責任体系の明確化（2））【P5】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

103 公的研究費不正防止についてHP（1.機関内の責任体系の明確化（2）） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

104 会議室予定表 非公開

201 公的研究費管理マニュアル（公的研究費共通ルール【P37－44】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

201 公的研究費管理マニュアル（文科省科研費取扱いルール【P45－82】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule.html

202 公的研究費管理マニュアル（第1章　共通（8.研究費に関する事務処理等の相談窓口の設置）【P8】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

202 公的研究費不正防止についてHP（8.研究費に関する事務処理等の相談窓口の設置） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

202
東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会規程第4条（公的研究費管理マニュアル内
【P28－29】）

http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html

202
東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会規程第4条（公的研究費不正防止について
HP（1規範・2規程））

http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

203 公的研究費管理マニュアル（公的研究費共通ルール【P37－44】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

204 公的研究費管理マニュアル（公的研究費共通ルール【P37－44】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

204 公的研究費管理マニュアル（文科省科研費取扱いルール【P45－82】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule.html

204 東邦大学　学事統括部　ビデオライブラリ（※視聴には東邦大学の教職員ID/PASSが必要） 非公開

205 公的研究費管理マニュアル（文科省科研費取扱いルール〈謝金取扱いマニュアル（事務室用）〉、〈研究協力者さまへ〉【P79－80】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule.html

206 公的研究費管理マニュアル（公的研究費共通ルール【P37－44】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

206 公的研究費管理マニュアル（文科省科研費取扱いルール【P45－82】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule.html

206 東邦大学　学事統括部　ビデオライブラリ（視聴には東邦大学教職員ID/PASSが必要） 非公開

208 公的研究費管理マニュアル（公的研究費共通ルール【P37－44】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

208 公的研究費管理マニュアル（文科省科研費取扱いルール【P45－82】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule.html

208 東邦大学　学事統括部　ビデオライブラリ（視聴には東邦大学教職員ID/PASSが必要） 非公開

209 公的研究費管理マニュアル（公的研究費共通ルール【P37－44】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

209 公的研究費管理マニュアル（文科省科研費取扱いルール【P45－82】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule.html

根拠となる資料・データ等一覧

「チェック項目」シートにおいて「1」を記入したチェック項目に係る実施状況の自己評価の根拠となる資料・データ等（不正防止計画、関係規程、研究費使用ハンドブック、監査報告書等）に
ついて、当該資料・データ等の名称と当該資料・データ等を機関のホームページで公開している場合は、当該資料・データ等を確認できるホームページのURLを記入してください。
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214 公的研究費管理マニュアル（誓約書【P33－35】） 非公開

216 公的研究費管理マニュアル(第1章　共通（7.研究費の不正使用等の通報（告発）窓口の設置）【P8】) http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/internal/manual/index.html

216 公的研究費不正防止についてHP（7.研究費の不正使用等の通報（告発）窓口の設置） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

218 公的研究費管理マニュアルHP(お取引業者様へ) http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/trader/index.html

218 公的研究費不正防止についてHP（7.研究費の不正使用等の通報（告発）窓口の設置） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

220 東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程（公的研究費管理マニュアル内【P20－25】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html

220 東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程（公的研究費不正防止についてHP（1規範・2規程）） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

221 東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程　第9条及び第10条1項、2項（公的研究費管理マニュアル内【P21－22】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html

221 東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程　第9条及び第10条1項、2項（公的研究費不正防止についてHP（1規範・2規程）） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

230 東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程　第15条（公的研究費管理マニュアル内【P23】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html

230 東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程　第15条（公的研究費不正防止についてHP（1規範・2規程）） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

232 東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程　第21条2項（公的研究費管理マニュアル内【P24】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html

232 東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程　第21条2項（公的研究費不正防止について（1規範・2規程）） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

232 学校法人東邦大学就業規則　第6章　表彰・懲戒　第54条（懲戒の種類） 非公開

301 公的研究費管理マニュアル（第1章　共通（3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行（1）（2））【P6】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

301 東邦大学の公的研究費に関する不正防止計画（公的研究費管理マニュアル内【P30－32】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html

301 公的研究費不正防止についてHP（3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

302 東邦大学の公的研究費に関する不正防止計画（公的研究費管理マニュアル内【P30－32】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html

302 公的研究費不正防止についてHP（3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

304 公的研究費管理マニュアル（第1章　共通（3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行（2）ア）【P6】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

304 公的研究費不正防止についてHP（3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行（2）ア） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

304 東邦大学事務組織規程　第3章　第21の4（7） 非公開

305 東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会規程　第4条（公的研究費管理マニュアル内【P28－29】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/internal/fusei/boshi.html

305 東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会規程　第4条（公的研究費不正防止についてHP（1規範・2規程）） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

305 公的研究費管理マニュアル（第1章　共通（3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行(1)（2）ア）【P6】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

305 公的研究費不正防止についてHP（3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行(1)（2）ア） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

305 東邦大学の公的研究費に関する不正防止計画　Ⅲ不正防止計画の点検・評価　（公的研究費管理マニュアル内【P32】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html

401 公的研究費管理マニュアル（公的研究費共通ルール　2.発注の手順【P39】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

401 公的研究費管理マニュアル（発注依頼書・発注報告書【P105－106】） 非公開

401 東邦大学研究費管理システム 非公開

402 公的研究費管理マニュアルHP（お知らせ一覧（学内専用）） 非公開

402 東邦大学の公的研究費に関する不正防止計画　Ⅱ不正防止計画　4.研究費の適正な運営・管理活動（公的研究費管理マニュアル内【P30－32】）） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html

402 東邦大学の公的研究費に関する不正防止計画　Ⅱ不正防止計画　4.研究費の適正な運営・管理活動（公的研究費不正防止についてHP（3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行）） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

403 公的研究費管理マニュアルHP（お知らせ一覧）（学内専用） 非公開

403 公的研究費管理マニュアル（東邦大学の公的研究費に関する不正防止計画（Ⅱ不正防止計画　4.研究費の適正な運営・管理活動）【P30－32】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html

403 公的研究費不正防止についてHP（3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行（東邦大学の公的研究費に関する不正防止計画（Ⅱ不正防止計画　4.研究費の適正な運営・管理活動））） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
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405 公的研究費管理マニュアルHP（お取引業者様へ　業者の皆様へ） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/trader/index.html

406 東邦大学　誓約書提出のお願い（FAX文面） 非公開

406 公的研究費管理マニュアルHP（お取引業者様へ　業者の皆様へ） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/trader/index.html

406 学校法人東邦大学内部監査規則 非公開

406 公的研究費管理マニュアル（第1章　共通（6.適正なモニタリングの実施）【P8】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

406 公的研究費不正防止についてHP（6.適正なモニタリングの実施） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

406 公的研究費管理マニュアル（第3章　監査に関する規程等（7.内部監査の実施）【P16】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

407 東邦大学　誓約書提出のお願い（FAX文面） 非公開

407 公的研究費管理マニュアルHP（お取引業者様へ　業者の皆様へ） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/trader/index.html

407 誓約書徴収リスト 非公開

412 公的研究費管理マニュアル（公的研究費共通ルール　1.発注について【P39】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

413 公的研究費管理マニュアル（公的研究費共通ルール　1.発注について【P39】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

414 公的研究費管理マニュアル（公的研究費共通ルール　1.発注について【P39】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

416 公的研究費管理マニュアル（公的研究費共通ルール　8.検収について【P42】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

434 公的研究費管理マニュアル（文科省科研費取扱いルール　〈提出書類〉（出張前）【P63】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule.html

435 公的研究費管理マニュアル（文科省科研費取扱いルール　〈提出書類〉（出張前）（出張後）【P63】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule.html

501 公的研究費管理マニュアル（第1章　共通（8.研究費に関する事務処理等の相談窓口の設置）【P8】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

501 公的研究費不正防止についてHP（8.研究費に関する事務処理等の相談窓口の設置） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

502 公的研究費管理マニュアル（はじめに【P1】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/index.html

502 公的研究費管理マニュアルHP（お取引業者様へ） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/trader/index.html

502 公的研究費不正防止HPについて（はじめに） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

601 学校法人東邦大学内部監査規則 非公開

602 学校法人東邦大学内部監査規則 非公開

603 監査マニュアル 非公開

604 東邦大学の公的研究費に関する不正防止計画　Ⅱ不正防止計画　6.モニタリングの充実（公的研究費管理マニュアル内【P32】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html

604 東邦大学の公的研究費に関する不正防止計画　Ⅱ不正防止計画　6.モニタリングの充実（公的研究費不正防止についてHP（3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行）） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

604 東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程　第22条（公的研究費管理マニュアル内【P24】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html

604 東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程　第22条（公的研究費不正防止についてHP（1規範・2規程）） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

605 学校法人東邦大学内部監査規則 非公開

606 学校法人東邦大学内部監査規則 非公開

606 内部監査実施スケジュール 非公開

606 内部監査実施通知書 非公開

606 公的研究費管理マニュアル（第3章　監査に関する規程等（7.内部監査の実施）【P16】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

607 学校法人東邦大学内部監査規則 非公開

607 公的研究費管理マニュアル（第1章　共通（6.適正なモニタリングの実施）【P8】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

607 公的研究費不正防止についてHP（6.適正なモニタリングの実施） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
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607 公的研究費管理マニュアル（第3章　監査に関する規程等（7.内部監査の実施）【P16】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

609 学校法人東邦大学内部監査規則 非公開

609 公的研究費管理マニュアル（文科省科研費取扱いルール　○旅費（国内・海外・招聘）【P59－69】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule.html

609 公的研究費管理マニュアル（第1章　共通（6.適正なモニタリングの実施）【P8】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

609 公的研究費不正防止についてHP（6.適正なモニタリングの実施） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

609 公的研究費管理マニュアル（第3章　監査に関する規程等（7.内部監査の実施）【P16】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

610 学校法人東邦大学内部監査規則 非公開

610 公的研究費管理マニュアル（第1章　共通（6.適正なモニタリングの実施）【P8】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

610 公的研究費不正防止についてHP（6.適正なモニタリングの実施） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

610 公的研究費管理マニュアル（第3章　監査に関する規程等（7.内部監査の実施）【P16】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

611 学校法人東邦大学内部監査規則 非公開

611 公的研究費管理マニュアル（第1章　共通（6.適正なモニタリングの実施）【P8】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

611 公的研究費不正防止についてHP（6.適正なモニタリングの実施） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

611 公的研究費管理マニュアル（第3章　監査に関する規程等（7.内部監査の実施）【P16】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

612 学校法人東邦大学内部監査規則 非公開

612 公的研究費管理マニュアル（第1章　共通（6.適正なモニタリングの実施）【P8】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

612 公的研究費不正防止についてHP（6.適正なモニタリングの実施） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

612 公的研究費管理マニュアル（第3章　監査に関する規程等（7.内部監査の実施）【P16】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

613 学校法人東邦大学内部監査規則 非公開

613 公的研究費管理マニュアル（第1章　共通（6.適正なモニタリングの実施）【P8】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

613 公的研究費不正防止についてHP（6.適正なモニタリングの実施） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

613 公的研究費管理マニュアル（第3章　監査に関する規程等（7.内部監査の実施）【P16】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

613 東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程　第22条（公的研究費管理マニュアル内【P24】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html

613 東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程　第22条（公的研究費不正防止についてHP（1規範・2規程）） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

613 東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会規程（公的研究費管理マニュアル内【P28－29】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html

613 東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会規程（公的研究費不正防止についてHP（1規範・2規程）） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

613 東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会（開催通知・議事録） 非公開

614 学校法人東邦大学監事監査規程 非公開

615 学校法人東邦大学内部監査規則 非公開

615 東邦大学の公的研究費に関する不正防止計画　Ⅱ不正防止計画（公的研究費管理マニュアル内【P30－32】） http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html

615 東邦大学の公的研究費に関する不正防止計画　Ⅱ不正防止計画　3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行（公的研究費不正防止についてHP） http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

615 東邦大学　学事統括部　ビデオライブラリ（※視聴には東邦大学の教職員ID/PASSが必要） 非公開

※１

※２

※３ 根拠となる資料・データ等を機関ホームページで公開していない場合は同欄に「非公開」と記入してください。

資料・データ等の名称のみでは、どのような資料・データ等か容易に分からない場合は、資料・データ等の名称の後ろに括弧「（ ）」書きで簡易な説明を付記してください。また、資料・データ等が大部の
ため、根拠となる該当箇所が容易に分からない場合は、該当箇所が分かる簡易な説明（ページ数など）を括弧内に付記してください。

一つのチェック項目に対し、複数の「根拠となる資料・データ等」がある場合は、行を増やして、１行に一つの「根拠となる資料・データ等」を記入してください。この場合、「項目番号」欄には同じ項目番号
を記入してください。
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※４ 根拠となる資料・データ等については、ガイドライン第７節に定める履行状況調査等の対象となった機関から必要に応じて提出を求めます。また、配分機関から提出を求められることがあります。
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※科学研究費助成事業（科研費）に応募する機関のみ作成してください。

内部監査の実施状況

1 チェックリスト提出年度の前年度に研究機関において管理した科研費の課題数・金額、チェックリスト提出年度に監査を実施した（予定を含む）課題数及び監査対象課題の選定方法について記入してください。
なお、「研究機関において管理した」とは、配分された競争的資金等について、研究機関の長の責任の下に執行され、研究機関において証拠書類を保管していることをいいます。

研究代表者分 研究分担者分 計

186 58 244

2 内部監査の結果、問題のあることが判明した場合は、その対応状況について具体的に記載してください。

     （行を追加する場合、又は追加した行を削除する場合は、左のボタンを押してください。）

3 チェックリスト提出年度に実施した又は実施予定の内部監査の実施状況について記入してください。
なお、特別監査は、通常監査の一部について、書類上に止まらず、実際の研究費使用状況や納品状況等の事実関係の厳密な確認などを行うものをいいます。

     （行を追加する場合、又は追加した行を削除する場合は、左のボタンを押してください。）

実施期間

2014/5/27

～2014/8/29

　　③旅費関係 ④間接経費の事務処理及び施設設備は適正に使用、管理されている

　 　　　 物品供給契約書、検査調書、その他 ③賃金支払者の勤務実態は適正である

   　　　 旅費（概算・精算）請求並支出計算書、出張記録、

　　　　  出張稟議書、立替金請求書、出張願い、

　 　　　 学会プログラム等（写し）、領収書、銀行振込依頼書、

　 　　　 運賃見積書、行程表、搭乗券控、パスポート（写し）、

　 　　　 その他

　　 　　 源泉徴収額ﾘｽﾄ、謝金支払請求書、履歴書、

　　④謝金関係

　　　　  銀行振込依頼書、その他

　　 　　 出勤表、出退勤時間、未記入理由書、

140 ①新規交付課題　②謝金等を支出した研究課題　③備品、図書（1冊1万円以上）を購入した研究課題　④その他無作為抽出

問題の具体的な内容

実施者 監査の内容・結果 監査の内容・結果

選定方法　（例：取引先が特定の業者に偏っている課題、支出が年度末に偏っている課題、交付金額の多い課題（上位○％）、無作為抽出　等）

対応の具体的な内容

研究分担者分 計

前年度に管理した課題数

添付資料１

研究機関名 東邦大学

特別監査

監査実施課題数

前年度に管理した金額（単位：円）

通常監査

監査実施課題数

監査実施
課題数研究代表者分

対応状況

316,471,000 42,210,550 358,681,550

　　　    通信費(切手）使用内訳書、その他

　　　　  受贈稟議書、見積書、発注依頼書、発注報告書、   適正に使用・管理されている

　　⑥間接経費関係

　　①支出依頼伝票 【監査の結果】

　　　　　見積書、納品書、領収書、会議録、立替金請求書

　　③普通預金口座通帳 ②賃金支払者に対する出勤記録及び本人への出勤実体を確認

　　⑤その他経費関係

　　　　　　　係員　　　　　羽田　　直明 　　①科学研究費補助金交付決定一覧 ①研究者から購入物品の購入目的、使用状況についての

　 　　　 納品書、領収書、請求書、立替金請求書、カタログ、 ②資産ラベルの貼付等については、適正に管理されている

              課長補佐　　今　　健一郎 (2)検収担当者選出書一覧の確認 ②購入図書のすべての現品確認

　　②物品費関係 ①購入機器備品及び図書については規程に基づき

              室長代行　　桑島　　敬子 事前調査 （1）実査

（4）伝票証憑類の確認 (3)間接経費により整備された施設設備を確認

              法人本部監査室 140 【監査の内容】 85 【監査の内容】

　　②科学研究費補助金交付申請書 　ヒアリング（対象は研究者41.7％、研究課題38.1％）

              課長　　  　  矢部　　利博 (1)研究課題別収支簿の確認 ①購入機器備品のすべての現品確認

　　　　　　　課長補佐　　圓城寺　　哲也 (3)交付金額の確認 （2）ヒアリングの実施
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科研費の補助金の執行管理について

【監査の結果】

   規定に従って適正に処理されている。

①研究者から提出された支払関係書類等に基づき

②物品の購入、旅費や謝金等については規程に

  結果から適正に処理されている。

　　　　　見積書、納品書、領収書、その他

③間接経費において収支簿及び証憑書類の照合

  基づき適正に使用されている。
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※科学研究費助成事業（科研費）に応募する機関のみ作成してください。 添付資料２

研修会・説明会の実施状況

1 過去１年間に実施した科研費に係る研修会・説明会の実施状況について記入してください。
2 「実施内容」欄には、研修・説明の内容を記入してください。

       （行を追加する場合、又は追加した行を削除する場合は、左のボタンを押してください。）

参加者総数 152 名

内 訳：研 究 者 109 名

研修会・説明会の名称 実施日時 実施場所 説明者等 　　　　事務職員 43 名 実施内容

平成25年度公的研究費使用ルール・適正使用説明会 10月28日 医学部3号館第4講義室 林誠司課長 研究者 27 名

大橋病院研究棟第一会議室 真行寺泰輔係員 事務職員 14 名

(テレビ会議システムによる中継)

平成25年度公的研究費使用ルール・適正使用説明会 10月29日 理学部Ⅴ号館5101室 林誠司課長 研究者 42 名

真行寺泰輔係員 事務職員 15 名

平成25年度公的研究費使用ルール・適正使用説明会 10月30日 佐倉病院東棟7階講堂1・2 林誠司課長 研究者 9 名

真行寺泰輔係員 事務職員 3 名

平成26年度文科省科研費使用ルール等説明会 4月23日 理学部Ⅴ号館5103室 林誠司課長 研究者 14 名

真行寺泰輔係員 事務職員 5 名

平成26年度文科省科研費使用ルール等説明会 4月24日 佐倉病院西棟4階地域医師室 林誠司課長 研究者 2 名

真行寺泰輔係員 事務職員 3 名

平成26年度文科省科研費使用ルール等説明会 4月25日 医学部第二講義室 林誠司課長 研究者 15 名

真行寺泰輔係員 事務職員 3 名

①研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインに

（e-learning化実施済み）

②東邦大学の公的研究費の使用ルールや変更点等の説明

説明

基づいた東邦大学の不正防止計画や不正が発生した事例等の

な使用ルールやスケジュール等の説明

①科学研究費助成事業の新規採択者向けに、科研費の基本的

研究機関名 東邦大学

参加者数

（e-learning化実施済み）

改正されたことによる、その趣旨や改正点等の説明

②研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインが
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